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効果額:千円

実施件数 実施件数 実施件数改革プラン項目

年度別実施事務事業数 今後の予定
H17～H21 H22 計 H23

予定件数
効果額:千円 効果額:千円

　【２１年度までの改革改善で２２年度に経費削減効果があらわれた主な事業】

　 ・公共工事コスト縮減（フォローアップ）

　 ・職員定数管理（組織の一部見直し等による職員数減）

２　総括表

　 ・水道開閉栓手数料（住民が納得できる手数料）

　 ・水道加入金（事業統合に合わせた適正な加入金）

　 ・都市計画税（課税区域及び税率の見直し）

　 ・職員提案制度（職員提案制度の創設）

　　 そのほか、平成２１年度までに実施した改革改善により、８事務事業で平成２２

　 年度に経費の削減効果が現れました。

　【主な実施事業】

　 ・水道料金（事業統合に合わせた適正な水道料金）

 　　平成２２年度は、５事務事業を実施しました。

平成２２年度　集中行財政改革プラン進捗状況

１　実施状況
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３　項目別進捗状況

（単位：千円）

効果額

単位：千円

1

《水道事業》

水道料金

【上下水道部】

＊水道料金はそれぞれの企業会
計、特別会計により違いがある

＊事業統合に併せた適正な水道
料金にする

＊経営の健全化 -

2

《水道事業》

手数料

【上下水道部】

＊市町村合併時に統合されてい
る

＊住民が十分納得できる手数料
にする

＊サービスの向上
＊適正な費用負担
＊公平性の確保

-

3

《水道事業》

加入金

【上下水道部】

＊給水装置の新設・改造する場
合の加入金
＊旧事業とも口径別になってい
るが金額が異なる

＊加入金を統一する
＊公平性の確保
＊事務の簡素化

-

4
都市計画税

【総務部】

都市計画税
＊都市計画事業等にあてるため
徴収する目的税である
＊合併時の状況から、３地域に
おいて課税区域の設定が異なっ
ている
＊現行の税率は平成17～21年度
まで暫定の0.2%である

＊検討組織を設置し、課税区域
及び税率の見直しを行う

1.課税基準の統一による公平性の確
保を図ることができる
2.土地利用に関する計画、都市計画
事業との整合性のある都市計画税の
課税区域及び税率を設定することが
できる
3.課税基準の明確化を図ることによ
り、市民の理解を得やすくなる

-

5
職員提案制度

【企画部】

＊職員提案制度を設け、職員の
意識啓発とあらたな発想による
事業実施や業務改善を推進する

＊職員提案制度の検討、創設、
運用

＊住民サービスの向上
＊業務の改革改善

-

改革の効果
事務事業名

【部局名】

 　 ①事務事業の整理合理化等

（１）事務事業の再編・整理、廃止・統合

平成22年度実施事業（5件）

№ 改革の実施内容

＊水道料金改定条例の施行

＊職員提案制度の創設

＊新たな課税区域（用途区域）で都市計画税を
課税

＊改定加入金施行

＊改定手数料施行

事業の概要 改革の概要
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○

670

＊平成21年度にページ数削減について編集
委員会及び全員協議会で協議し、一般質問
ページ割り当てを1/2に削減して発行。(7
ページ分削減）
＊平成22年度においてもさらにページ数を
削減

公共工事コスト縮減

平成１９年度から実施する公共
工事のうち、設計金額１３０万
円超えの工事を対象としてコス
ト縮減を図る。

「限られた予算や資源、時間
との最適な組み合わせにより
高品質の目的物を低価格で創
造・提供する」ことを目的
に、工事コストの縮減、工事
の時間的コストの低減、ライ
フサイクルコストの低減、工
事における社会的コストの低
減、工事の効率性向上による
長期的コストの低減等公共工
事の縮減を図る。

○

経費の削減
[削減目標5,200千円]

改革の実施時期（年度） 効果額

1 244,661

＊平成18年度に「那須塩原市公共工事コス
ト縮減に関する行動計画」策定し、平成19
年度から実施。
＊平成20年度～平成22年度に行動計画フォ
ローアップ実施

「品確法」の趣旨に沿いなが
ら直接的工事コスト低減、時
間的コスト低減、品質向上に
よるライフサイクルコスト低
減等を柱とする施策の展開に
より、総合的なコスト縮減を
図ることができる。

○

Ｈ２１ 単位:千円

４　改革実施事業で平成２２年度に削減効果の現れた事務事業

（１）事務事業の再編・整理、廃止・統合

　① 事務事業の整理合理化等

№ 事務事業名 事業概要 改革の概要 改革の効果

議会だよりの軽量化と印刷経
費の削減
819,000円の削減見込み

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

5 議会だより発行

本市議会の活動状況を広く市民
に周知するため、議会報発行す
る
定例号
（年4回･32,500部）4,504,500円
定例号が毎回30ページ程度ある
ため、配布する自治会長から軽
量化の要望があった

ページを削減するための検討
議会だより編集委員会におけ
る意思統一と、議員全員協議
会での承諾

2 憩の家管理運営事業
憩の家は60歳以上の方の交流の
場として、4ケ所設置

憩の家のうち、島方荘を元気
アップサービスセンターに移
行
他館は廃止

8,195

＊若葉荘及び高齢者創作館廃止
　（平成22年1月）
　※鍋掛荘は平成18年度廃止済
＊平成21年度から島方荘を元気アップデイ
サービスセンターに移行

3 一般廃棄物収集運搬業務

家庭から出される一般廃棄物の
収集は3地区とも委託業務として
実施している
なお、黒磯地区の一部は直営で
ある

委託業務に関しては、新たな
積算根拠を導入する
直営で実施している業務を委
託業務とする

経費の削減
[削減目標10,600千円]

○

61,639
＊平成21年度から各地区の積算根拠統一
し、市内を6地区に分けてごみ収集業務委託
を実施
（5年間の継続契約）

4 3清掃センターの統合

清掃センターは合併前の旧3市町
の施設を継続運用している
3施設とも耐用年数が迫ってお
り、早急に新施設を整備する必
要がある

広域ごみ処理計画にもとづ
き、3施設を統合した新ク
リーンセンターを整備する

ごみ処理経費、人件費の削減
最新設備の導入によるダイオ
キシン対策や環境への負荷軽
減

○

88,415
＊平成21年度に新クリーンセンター本格稼
動開始、旧3施設廃止
＊平成22年度、那須塩原クリーンセンター
稼動
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○

12,879＊平成21年度から国家公務員の給与水準と
比較検証し、技能労務職の給与水準の見直
しを実施

総人件費の抑制職員給与に関すること
国家公務員の給与制度に準じた
職員給与制度の運用

引き続き国家公務員に準じて
給与制度を運用して規制課を
図る

改革の実施時期（年度） 効果額

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

Ｈ２０

Ｈ２１ 単位：千円
事務事業名 事業概要 改革の概要 改革の効果

（２）民間委託の推進

改革の効果
改革の実施時期（年度） 効果額

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
№ 事務事業名 事業概要 改革の概要

Ｈ２１ 単位：千円

6 施設振興公社に関すること
＊施設振興公社に対する補助金
の交付、議会報告を行う

＊指定管理者制度の受託事業
者としての体制確立
＊市職員派遣の縮小、廃止を
検討する

＊自主的な経営に移行
＊補助金の削減

○

16,169

＊平成19年度から受託事業の特化（指定管
理外受託事業の減）、組織のスリム化によ
る市派遣職員の縮小を実施。
＊平成21年度以降、自主的な経営に移行
（市派遣職員の縮小、補助金の削減）を
行った。

平成21年度までに改革改善を実施した事業の22年度経費削減効果額　計530,034千円　

効果額改革の実施時期（年度）

8

単位：千円

○

№

97,406

＊技能労務職については退職者不補充を基
本として、業務委託や臨時職員での代替な
どで対応したこと、事務職では組織機構改
革による組織のスリム化や業務委託、指定
管理者制度の導入などにより団塊世代の退
職とあわせて新規採用者数を抑制したこと
が職員数減につながった。
＊平成22年度は、組織の一部見直し等によ
る職員数の減。

＊総人件費の抑制
＊平成23年の目標達成時に
は、平成17年度の平均人件費
から推計すると平成17年度と
比較して
7億2,000万円の削減が見込め
る。

（９）給与の適正化

（８）職員定員の適正化

№ 事務事業名 事業概要 改革の概要 改革の効果
Ｈ２０ Ｈ２１Ｈ１９

7
定数管理(定員適正化計画）
に関すること

＊定員適正化計画の推進

＊平成23年4月1日の目標職員
数を平成17年4月1日現在から
90人（9.5%）削減する。
＊取り組み事項
　◇事務処理の合理化
　◇組織機構の改革
　◇外部委託の推進
　◇計画的な職員の採用
　◇多様な任用形態の導入促
進

Ｈ１７ Ｈ１８
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（１０）財源の確保（収納率）

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％

５　参考資料

（８）職員定員の適正化

時点 Ｈ１７．４．１ Ｈ１８．４．１ Ｈ１９．４．１ Ｈ２０．４．１ Ｈ２１．４．１ Ｈ２２．４．１

計
　
画

目標職員数（人） ９５０ ９５１

対前年増減数（人） － １

累計増減数（人）

累計増減率（％）

－

９８．９

９５０ ９３８ ８８５ ８７０

▲１ ▲１２ ▲５３ ▲１５

▲１．３

後期高齢者医療保険料 ９８．２ ９８．５ ９９．１

▲６．８ ▲８．４

実
　
績

職　員　数(人） ９５０ ９５１

１ ０ ▲１２

－ ０．１ ０

対前年増減数（人） １

累計増減数（人） １

９２６ ８９７ ８８５ ８５９

▲２５ ▲２９ ▲１２ ▲２６

▲２４ ▲５３ ▲６５ ▲９１

累計増減率（％） ０．１ ▲２．５

種　　　別 １６年度実績 １７年度実績 １８年度実績

９５．７ ９５．５市税(国民健康保険税を除く) ９６．０ ９５．７ ９５．９ ９５．９

▲５．６ ▲６．８

１９年度実績 ２０年度実績 ２１年度実績

８１．４ ８２．９国民健康保険税 ８６．５ ８４．１ ８３．８

▲９．５

９８．２ ９７．９介護保険料 ９７．９ ９７．４ ９７．６ ９７．６ ９７．９

８３．５

９７．８

Ｈ２３．４．１

８６０

▲１０

８８．４ ８１．５

▲９．６

▲６５ ▲８０ ▲９０

※収納率向上への取り組み：
口座振替及びコンビニエンスストアでの納付を推進し、市税等を納付しやすい環境づくりに努めました。また、休日における納税相談会を年３回行うなど納税者の個々の
事情に応じた、きめ細やかな納税相談を実施し、滞納の早期解消を図りました。一方、納税できる資産を持ちながら納税しない滞納者に対しては、財産差押などの厳正な
対応を行う等の取り組みにより、収納率の向上を図りました。

８３４

▲２５

▲１１６

▲１２．２

２２年度実績

９６．８

２３年度目標値

９５．８
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